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平成２５年さいたま市議会１２月（１１月繰上げ）定例会提出議案一覧

合計５２件（予算議案３件・条例議案９件・一般議案３１件・道路議案１件・人事議案８件）

≪予算議案≫ 

議案第１５５号～議案第１５７号 

 （内容） 

  ・ 平成２５年度さいたま市一般会計補正予算（第６号） 

  ・ 平成２５年度さいたま市病院事業会計補正予算（第３号） 

  ・ 平成２５年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第２号） 

≪条例議案≫ 

議案第１５８号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

        （所管課所・財政局財政部財政課） 

  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律等の制定に伴い、公の施設の使用料等を改定するため、さいたま市行政財産の使

用料に関する条例のほか５１条例について所要の改正を行うもの。 

（内容） 

・ 使用料等の改定 

・ 消費税及び地方消費税の税率が５％から８％に引き上げられることに伴い、課税資産

の譲渡等に係る使用料等について３％相当額の引上げを行うもの。 

（施行期日） 平成２６年４月１日等 

議案第１５９号 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・財政局税務部税制課） 

地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 個人市民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し 

 ⑴ 年金所得者が賦課期日後に市の区域外に転出した場合においても、転出した日の属す

る年度中の特別徴収を継続するもの。 

 ⑵ 仮特別徴収税額を、公的年金等所得に係る前年度分の個人市民税額の２分の１に相当

する額とするもの。 

２ 金融所得課税の一体化 

   ⑴ 特定公社債等の利子所得について、上場株式等に係る配当所得と同様に、申告分離課

税を選択可能とするもの。 

   ⑵ 株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上

場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組するもの。 

  ３ 規定の整備 

・ 地方税法の改正に伴い引用条項を整備し、及び規定事項の見直しを行うもの。 

 （施行期日） １については平成２８年１０月１日、２については平成２９年１月１日、３に

ついては公布の日等 
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議案第１６０号 さいたま市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

さいたま市立辻放課後児童クラブの移転に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 位置の変更

   ・ さいたま市立辻放課後児童クラブの位置を「辻２丁目２０番１号」から「辻６丁目３

番２８号」に改めるもの。 

  ２ 定員の変更

   ・ さいたま市立辻放課後児童クラブの定員を「５０人」から「５５人」に改めるもの。 

（施行期日） 平成２６年１月４日

議案第１６１号 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部国民健康保険課） 

地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例

   ・ 株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上

場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することに伴い、所要の改正を行うもの。 

  ２ 上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例

   ・ 上場株式等に係る配当所得の分離課税について、特定公社債等の利子が対象に追加さ

れたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

 ３ 規定の整備 

  ・ 規定事項の見直し等を行うもの。 

（施行期日） 平成２９年１月１日等

議案第１６２号 さいたま市営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

市営自転車等駐車場の利用料金の考え方を統一し、利用者間の公平性を確保するため、利用

料金の改定を行うもの。 

 （内容） 

  １ 一時利用の規定の改正

   ・ 一時利用を利用時間（利用時間を終日とする駐車場にあっては、午前４時から翌日午

前４時までの間）の範囲内で１回を単位とする利用とするもの。 

２ 利用料金の改定

 ⑴ 市営自転車等駐車場の立地の特性及び施設の状況を考慮し、利用料金を見直すもの。

 ⑵ 消費税率及び地方消費税率が５％から８％に引き上げられることに伴い、利用料金を

改定するもの。

 （施行期日） 平成２６年４月１日 

議案第１６３号 さいたま市しらさぎ荘条例を廃止する条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部市民総務課） 
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供用を休止しているさいたま市しらさぎ荘について、市民優遇サービスを提供できる旅館業

の継続を条件として、施設の管理運営を行う民間事業者を公募するため、条例を廃止するもの。

（施行期日） 公布の日 

議案第１６４号 さいたま市与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン策定委員会条例の制

定について 

        （所管課所・都市局まちづくり推進部まちづくり総務課） 

与野本町駅周辺地区におけるまちづくりマスタープランの素案を策定する附属機関を設置す

るもの。 

 （内容） 

１ 設置 

・ 与野本町駅周辺地区におけるまちづくりマスタープランの素案を策定するため、「さ

いたま市与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン策定委員会」を設置するもの。  

２ 組織 

 ⑴ 委員の定数を１５人以内とするもの。 

 ⑵ 委員は、学識経験を有する者、関係団体の代表者及び公募による市民のうちから市長

が委嘱することとするもの。 

３ 任期 

・ 委員の任期は、第１条の素案を提出するまでの間とするもの。 

  ４ 会長及び副会長 

・ 委員会に委員の互選による会長及び副会長各１人を置くこととするもの。 

  ５ 会議 

   ⑴ 会長は、委員会の会議を招集し、その議長となることとするもの。 

   ⑵ 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができないこととするもの。 

  ６ 庶務 

・ 委員会の庶務は、都市局において処理することとするもの。 

 （施行期日） 公布の日 

議案第１６５号 さいたま都市計画事業大門下野田特定土地区画整理事業施行規程の制定につい

て 

        （所管課所・都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所） 

  さいたま都市計画事業大門下野田特定土地区画整理事業を実施することに伴い、施行規程を

定めるもの。 

（内容） 

  １ 土地区画整理事業の名称 

・ 土地区画整理事業の名称は、さいたま都市計画事業大門下野田特定土地区画整理事業

とするもの。 

  ２ 保留地の処分 

   ⑴ 保留地の処分は、原則として抽選又は競争入札で行うものとするもの。 

   ⑵ 保留地の処分価格は、市長が評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格と

するもの。 



- 4 - 

  ３ 土地区画整理審議会 

   ⑴ 土地区画整理審議会の名称は、さいたま都市計画事業大門下野田特定土地区画整理審

議会とするもの。 

   ⑵ 土地区画整理審議会の委員の定数は、１０人とするもの。 

  ４ 基準地積の決定方法 

   ・ 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積

は、登記されている地積とするもの。 

  ５ 清算金の分割徴収 

   ・ 清算金の総額が１０万円以上である場合は、分割徴収することができるものとし、そ

の場合の利子の利率は、年６パーセントとするもの。 

  ６ 清算金を滞納した場合の延滞金 

   ・ 延滞金は、清算金を納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に

年１０．７５パーセントの割合を乗じて計算した額とするもの。 

  （施行期日） 事業の事業計画決定の公告の日 

議案第１６６号 さいたま市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部住宅課） 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行

うもの。 

 （内容） 

・ 単身者の入居者資格の拡大

 ・ 単身者の入居者資格に、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力

を受けた者で保護が終了した日から起算して５年を経過していないもの等を追加するも

の。

 （施行期日） 平成２６年１月３日 

≪一般議案≫ 

議案第１６７号 さいたま市立ひまわり特別支援学校増築棟建設（建築）工事請負契約について

        （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    さいたま市立ひまわり特別支援学校増築棟建設（建築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ６億１，３１０万９，７００円 

  ４ 契約の相手方 

    佐伯・彩光特定共同企業体 

議案第１６８号 さいたま市総合振興計画後期基本計画の策定について
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        （所管課所・政策局政策企画部企画調整課）

さいたま市総合振興計画後期基本計画を策定するため、議決を求めるもの。

 （内容） 

  １ 後期基本計画の構成 

   ⑴ 後期基本計画の策定に当たって 

   ⑵ 重点戦略（のびのびシティ さいたま市戦略） 

    ア 重点戦略１「次代を担う人材をはぐくむ都市 さいたま」の創造 

    イ 重点戦略２「高齢者が元気に活躍する都市 さいたま」の創造 

    ウ 重点戦略３「イノベーションする都市 さいたま」の創造 

    エ 重点戦略４「自然と共生し、低炭素に暮らす都市 さいたま」の創造 

    オ 重点戦略５「みんなで安全を支える都市 さいたま」の創造 

   ⑶ 分野別計画 

    ア 環境・アメニティの分野 

    イ 健康・福祉の分野 

    ウ 教育・文化・スポーツの分野 

    エ 都市基盤・交通の分野 

    オ 産業・経済の分野 

    カ 安全・生活基盤の分野 

    キ 交流・コミュニティの分野 

   ⑷ 各区の将来像 

   ⑸ 計画推進の基本的な考え方 

    ア 市民と行政の協働 

    イ 将来を見据えた行財政運営 

  ２ 計画期間 

   ・ 平成２６年度から平成３２年度まで（７年間） 

議案第１６９号 指定管理者の指定について（さいたま市宇宙劇場）

        （所管課所・教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館） 

さいたま市宇宙劇場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内大宮区錦町６８２番地２ 

   ⑵ 名 称 さいたま市宇宙劇場 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

⑶ 代表者 理事長 青木 康高 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１７０号 指定管理者の指定について（さいたま市立谷田放課後児童クラブ等）

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 
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さいたま市立谷田放課後児童クラブ等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内南区太田窪５丁目１０番６号 さいたま市立谷田放課後児童クラブ

市内浦和区常盤９丁目３０番９号 さいたま市立常盤放課後児童クラブ

市内南区南浦和１丁目１８番３号 さいたま市立大谷場放課後児童クラブ

市内浦和区上木崎３丁目１１番３３号 さいたま市立上木崎放課後児童クラブ

市内浦和区仲町４丁目７番６号 さいたま市立仲町放課後児童クラブ

市内南区南本町１丁目１８番１３号 さいたま市立南浦和放課後児童クラブ

市内南区曲本４丁目７番６号 さいたま市立沼影放課後児童クラブ

市内南区辻６丁目３番２８号 さいたま市立辻放課後児童クラブ

市内浦和区北浦和２丁目１８番３号 さいたま市立北浦和放課後児童クラブ

市内浦和区領家４丁目２０番１号 さいたま市立木崎放課後児童クラブ

市内南区大字太田窪２５００番地１ さいたま市立善前放課後児童クラブ

市内浦和区本太４丁目３番３９号 さいたま市立本太放課後児童クラブ

市内浦和区領家７丁目２番１９号 さいたま市立針ヶ谷放課後児童クラブ

市内浦和区大東３丁目１４番１号 さいたま市立大東放課後児童クラブ

市内南区文蔵４丁目１９番３号
さいたま市立文蔵放課後児童クラブ

さいたま市立文蔵児童センター

市内南区大字大谷口９９３番地１６ さいたま市立大谷口放課後児童クラブ

市内南区別所２丁目１５番６号
さいたま市立浦和別所放課後児童クラブ

さいたま市立浦和別所児童センター

市内浦和区岸町４丁目１番２９号 さいたま市立高砂放課後児童クラブ

市内南区大谷場２丁目１３番５４号 さいたま市立大谷場東放課後児童クラブ

市内南区鹿手袋４丁目１番１２号 さいたま市立浦和大里放課後児童クラブ

市内浦和区岸町５丁目２０番４号 さいたま市立岸町放課後児童クラブ

市内浦和区東仲町２８番１５号
さいたま市立仲本児童センター

さいたま市老人福祉センター仲本荘

２ 指定管理者に指定する団体

 ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

 ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７１号 指定管理者の指定について（さいたま市立西浦和放課後児童クラブ等）

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

さいたま市立西浦和放課後児童クラブ等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内桜区田島２丁目１６番７号 さいたま市立西浦和放課後児童クラブ 

市内桜区大字大久保領家３３１番地 さいたま市立大久保東放課後児童クラブ 

市内桜区南元宿１丁目１１番１号 さいたま市立土合放課後児童クラブ 
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市内桜区栄和１丁目７番１号 さいたま市立栄和放課後児童クラブ 

市内桜区田島１０丁目７番１４号 さいたま市立田島放課後児童クラブ 

市内桜区新開２丁目１８番１号 さいたま市立新開放課後児童クラブ 

市内中央区本町東５丁目２３番１４号 さいたま市立与野八幡放課後児童クラブ 

市内中央区鈴谷５丁目１番１号 さいたま市立鈴谷放課後児童クラブ 

市内中央区新中里１丁目６番２８号 さいたま市立大戸放課後児童クラブ 

市内中央区本町東３丁目５番２３号 さいたま市立与野本町放課後児童クラブ 

市内中央区円阿弥４丁目３番７号 さいたま市立与野西北放課後児童クラブ 

市内中央区上落合１丁目７番３３号 さいたま市立下落合放課後児童クラブ 

市内中央区上落合４丁目１４番２４号 さいたま市立上落合放課後児童クラブ 

市内中央区大戸６丁目２番１９号 
さいたま市立与野南放課後児童クラブ 

さいたま市立大戸児童センター 

市内桜区大字神田５４１番地１ さいたま市立神田放課後児童クラブ 

市内桜区大字五関２１番地 さいたま市立大久保放課後児童クラブ 

市内桜区中島１丁目２８番１号 さいたま市立中島放課後児童クラブ 

市内中央区本町東５丁目１７番２５号 
さいたま市立与野本町児童センター 

与野本町老人憩いの家 

市内中央区下落合７丁目１１番９号 さいたま市立向原児童センター 

市内桜区大字大久保領家１３１番地６ さいたま市立大久保東児童センター 

２ 指定管理者に指定する団体

 ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

 ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７２号 指定管理者の指定について（さいたま市立三室放課後児童クラブ等）

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

さいたま市立三室放課後児童クラブ等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内緑区松木１丁目４番地１１ さいたま市立三室放課後児童クラブ 

市内緑区大字中尾４０番地１ さいたま市立中尾放課後児童クラブ 

市内緑区原山１丁目２２番２０号 さいたま市立原山放課後児童クラブ 

市内緑区東浦和６丁目１３番地１５ さいたま市立大牧放課後児童クラブ 

市内緑区大字大門１３６１番地１３ さいたま市立大門放課後児童クラブ 

市内緑区道祖土１丁目１番１号 さいたま市立道祖土放課後児童クラブ 

市内岩槻区大字岩槻６６１９番地 さいたま市立城北放課後児童クラブ 

市内岩槻区仲町１丁目１７番３号 さいたま市立太田放課後児童クラブ 

市内岩槻区西原４番９７号 さいたま市立西原放課後児童クラブ 

市内岩槻区大字南下新井１１９１番地１ さいたま市立城南放課後児童クラブ 

市内岩槻区本町５丁目６番４５号 さいたま市立岩槻放課後児童クラブ 

市内岩槻区大字慈恩寺２５９番地 さいたま市立慈恩寺放課後児童クラブ 

市内岩槻区諏訪２丁目６番１号 さいたま市立東岩槻放課後児童クラブ 

市内岩槻区大字黒谷１３５３番地 さいたま市立和土放課後児童クラブ 

市内岩槻区大字徳力１３６番地４ さいたま市立徳力放課後児童クラブ 
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市内岩槻区大字柏崎７６２番地 さいたま市立柏崎放課後児童クラブ 

市内岩槻区上里２丁目２番地 さいたま市立上里放課後児童クラブ 

市内岩槻区大字尾ヶ崎１２５２番地 さいたま市立新和放課後児童クラブ 

市内緑区大字上野田１６番地 さいたま市立野田放課後児童クラブ 

市内岩槻区本町１丁目１１番１１号 さいたま市立岩槻児童センター 

２ 指定管理者に指定する団体

 ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

 ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７３号 指定管理者の指定について（さいたま市立宮前放課後児童クラブ等）

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

さいたま市立宮前放課後児童クラブ等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内西区宮前町４４３番地 さいたま市立宮前放課後児童クラブ 

市内見沼区大字東宮下３９２番地 さいたま市立七里放課後児童クラブ 

市内西区大字佐知川２９９番地１６ さいたま市立佐知川放課後児童クラブ 

市内大宮区三橋２丁目５９番地 

さいたま市立三橋放課後児童クラブ 

さいたま市立三橋児童センター

三橋老人憩いの家

市内北区盆栽町４３０番地 
さいたま市立植竹放課後児童クラブ 

さいたま市立植竹児童センター

市内大宮区天沼町１丁目１９４番地 

さいたま市立天沼放課後児童クラブ 

さいたま市立天沼児童センター

天沼老人憩いの家

市内北区宮原町４丁目６６番地１３ 

さいたま市立宮原放課後児童クラブ 

さいたま市立宮原児童センター

宮原老人憩いの家

市内西区大字中野林１７４番地１ 

さいたま市立植水放課後児童クラブ 

さいたま市立植水児童センター

植水老人憩いの家

市内北区本郷町１０６５番地３ 

さいたま市立本郷放課後児童クラブ 

さいたま市立本郷児童センター

本郷老人憩いの家

市内見沼区大字東新井７１０番地７８ 

さいたま市立海老沼放課後児童クラブ 

さいたま市立片柳児童センター

片柳老人憩いの家

 さいたま市立春野放課後児童クラブ 

市内見沼区春野１丁目７番１号 さいたま市立春野児童センター

 春野老人憩いの家

市内見沼区東大宮７丁目５番地１８ さいたま市立東大宮放課後児童クラブ 

市内西区大字西遊馬５３３番地１ 
さいたま市立馬宮放課後児童クラブ 

さいたま市立馬宮児童センター
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市内北区本郷町１７番地７ さいたま市立大砂土放課後児童クラブ 

市内西区大字指扇６１０番地３ さいたま市立栄放課後児童クラブ 

市内西区大字中野林２２５番地３ さいたま市立植水第二放課後児童クラブ 

市内見沼区大字東宮下２１５番地１ さいたま市立東宮下放課後児童クラブ 

市内大宮区三橋２丁目２５９番地１ 三橋老人憩いの家分館 

２ 指定管理者に指定する団体

 ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

 ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７４号 指定管理者の指定について（さいたま市営高砂第１自転車駐車場等）

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

さいたま市営高砂第１自転車駐車場等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内浦和区高砂１丁目１９７番地
さいたま市営高砂第１自転車駐車場

さいたま市営高砂第２自転車駐車場

市内浦和区北浦和５丁目２番地１ さいたま市営北浦和自転車駐車場

市内南区沼影１丁目１０５番地１ さいたま市営武蔵浦和駅南自転車駐車場

市内南区別所７丁目１５３５番地
さいたま市営武蔵浦和駅東口地下自転車駐

車場

市内南区別所７丁目２１番１号 さいたま市営武蔵浦和駅西自転車等駐車場

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区錦町６８２番地２ 

   ⑵ 名 称 一般財団法人さいたま市都市整備公社 

   ⑶ 代表者 理事長 佐藤 英 

  ３ 指定する期間 

    平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７５号 指定管理者の指定について（さいたま市営大栄橋錦町自転車駐車場等）

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

さいたま市営大栄橋錦町自転車駐車場等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内大宮区錦町６８２番地１ さいたま市営大栄橋錦町自転車駐車場

市内大宮区大門町３丁目２番地
さいたま市営大宮駅東口大門町自転車駐車

場

市内大宮区錦町４７８番地６ さいたま市営大宮駅東口錦町自転車駐車場

市内大宮区桜木町１丁目７番地１ さいたま市営大宮駅西口桜木町自転車駐車
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場

市内大宮区桜木町１丁目１８５番地 さいたま市営大宮駅西口自転車駐車場

市内大宮区土手町３丁目１６２番地４ さいたま市営北大宮駅自転車駐車場

市内大宮区桜木町１丁目１０番地１９ さいたま市営シーノ大宮自転車駐車場

市内大宮区吉敷町４丁目２６９番地１
さいたま市営さいたま新都心駅東口自転車

等駐車場

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区錦町６８２番地２ 

   ⑵ 名 称 一般財団法人さいたま市都市整備公社 

   ⑶ 代表者 理事長 佐藤 英 

  ３ 指定する期間 

    平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７６号 指定管理者の指定について（さいたま市営日進駅南口自転車駐車場等）

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

さいたま市営日進駅南口自転車駐車場等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内北区日進町２丁目１１２５番地２２ さいたま市営日進駅南口自転車駐車場

市内北区宮原町３丁目８２４番地２ さいたま市営宮原駅東口自転車駐車場

市内北区土呂町１丁目６番地５ さいたま市営土呂駅西口自転車駐車場

市内見沼区東大宮５丁目６１番地 さいたま市営東大宮駅東口自転車駐車場

市内北区日進町３丁目７２９番地 さいたま市営宮原駅西口自転車駐車場

市内西区大字宝来１６４９番地４ さいたま市営指扇駅南自転車駐車場

市内見沼区大和田町１丁目１３８７番地１ さいたま市営大和田駅南自転車駐車場

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区錦町６８２番地２ 

   ⑵ 名 称 一般財団法人さいたま市都市整備公社 

   ⑶ 代表者 理事長 佐藤 英 

  ３ 指定する期間 

    平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７７号 指定管理者の指定について（さいたま市営南与野第１自転車駐車場等）

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

さいたま市営南与野第１自転車駐車場等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内中央区鈴谷２丁目１２２１番地 さいたま市営南与野第１自転車駐車場

市内中央区鈴谷１丁目５１３番地 さいたま市営南与野第２自転車駐車場

市内中央区本町東２丁目１２８番地 さいたま市営与野本町第１自転車駐車場

市内中央区本町東１丁目９９番地 さいたま市営与野本町第２自転車駐車場
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市内中央区大字下落合１０５５番地 さいたま市営与野駅西口臨時自転車駐車場

市内中央区新都心１０番地 さいたま市営けやきひろば自転車駐車場

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 東京都品川区西五反田四丁目３２番１号 

   ⑵ 名 称 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 

   ⑶ 代表者 代表取締役 下條 治 

  ３ 指定する期間 

    平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７８号 指定管理者の指定について（さいたま市営北浦和臨時駐車場）

        （所管課所・都市局都市計画部都市施設課） 

さいたま市営北浦和臨時駐車場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

（内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内浦和区北浦和５丁目２８番１号 

   ⑵ 名 称 さいたま市営北浦和臨時駐車場 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区錦町６８２番地２ 

   ⑵ 名 称 一般財団法人さいたま市都市整備公社 

   ⑶ 代表者 理事長 佐藤 英 

  ３ 指定する期間 

    平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１７９号 指定管理者の指定について（さいたま市営桜木駐車場）

        （所管課所・都市局都市計画部都市施設課） 

さいたま市営桜木駐車場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内大宮区桜木町３丁目１番地１ 

   ⑵ 名 称 さいたま市営桜木駐車場 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区錦町６８２番地２ 

   ⑵ 名 称 一般財団法人さいたま市都市整備公社 

   ⑶ 代表者 理事長 佐藤 英 

  ３ 指定する期間 

    平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１８０号 指定管理者の指定について（さいたま市営武蔵浦和駅東駐車場）

        （所管課所・都市局都市計画部都市施設課） 

さいたま市営武蔵浦和駅東駐車場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

（内容） 

  １ 管理を行わせる施設 
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   ⑴ 所在地 市内南区別所７丁目２番１号 

   ⑵ 名 称 さいたま市営武蔵浦和駅東駐車場 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 東京都中央区日本橋一丁目２１番５号 

   ⑵ 名 称 株式会社日鉄コミュニティ 

   ⑶ 代表者 代表取締役社長 永森 清 

  ３ 指定する期間 

    平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１８１号 指定管理者の指定について（さいたま市大宮ソニック市民ホール）

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部市民総務課） 

さいたま市大宮ソニック市民ホールの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内大宮区桜木町１丁目７番地５ 

   ⑵ 名 称 さいたま市大宮ソニック市民ホール 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区桜木町１丁目７番地５ 

   ⑵ 名 称 公益財団法人埼玉県産業文化センター 

  ⑶ 代表者 理事長 相川 博 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１８２号 指定管理者の指定について（さいたま市浦和駒場体育館）

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課） 

さいたま市浦和駒場体育館の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内浦和区駒場２丁目５番６号 

   ⑵ 名 称 さいたま市浦和駒場体育館 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内大宮区三橋３丁目１６６番地  

⑵ 名 称 埼玉シミズ・浦和スポーツクラブＪＶ  

⑶ 代表者 株式会社埼玉シミズ 代表取締役 清水 卓治 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１８３号 指定管理者の指定について（さいたま市大宮体育館及びさいたま市勤労女性セ

ンター）

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課） 

さいたま市大宮体育館及びさいたま市勤労女性センターの管理を指定管理者に行わせるため、

議決を求めるもの。 
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 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内見沼区大和田町１丁目３０５番地 さいたま市大宮体育館 

市内見沼区大和田町１丁目３０３番地 さいたま市勤労女性センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２３８４番地  

⑵ 名 称 株式会社日産クリエイティブサービス  

⑶ 代表者 代表取締役 榎本 昌志 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１８４号 指定管理者の指定について（さいたま市与野体育館）

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課） 

さいたま市与野体育館の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内中央区下落合５丁目８番１０号 

   ⑵ 名 称 さいたま市与野体育館 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 東京都新宿区西新宿七丁目２２番１２号  

⑵ 名 称 住友不動産建物サービス・住友不動産エスフォルタ・毎日興業共同事業体 

⑶ 代表者 住友不動産建物サービス株式会社 代表取締役 香月 秋裕 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１８５号 指定管理者の指定について（さいたま市浦和西体育館）

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課） 

さいたま市浦和西体育館の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内桜区大字下大久保１６７６番地１ 

   ⑵ 名 称 さいたま市浦和西体育館 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内大宮区三橋３丁目１６６番地  

⑵ 名 称 埼玉シミズ・レッズランドＪＶ  

⑶ 代表者 株式会社埼玉シミズ 代表取締役 清水 卓治 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１８６号 指定管理者の指定について（さいたま市記念総合体育館）

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課） 
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さいたま市記念総合体育館の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内桜区道場４丁目３番１号 

   ⑵ 名 称 さいたま市記念総合体育館 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 東京都新宿区西新宿七丁目２２番１２号  

⑵ 名 称 住友不動産建物サービス・住友不動産エスフォルタ・毎日興業共同事業体 

⑶ 代表者 住友不動産建物サービス株式会社 代表取締役 香月 秋裕 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１８７号 指定管理者の指定について（さいたま市大宮武道館）

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課） 

さいたま市大宮武道館の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内見沼区堀崎町１２番地３６ 

   ⑵ 名 称 さいたま市大宮武道館 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内大宮区浅間町２丁目２４４番地１  

⑵ 名 称 毎日興業株式会社・特定非営利活動法人さいたまスポーツクラブ共同事業体  

⑶ 代表者 毎日興業株式会社 代表取締役 田部井 功 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１８８号 指定管理者の指定について（さいたま市産業文化センター）

        （所管課所・経済局経済部経済政策課） 

さいたま市産業文化センターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

   ⑴ 所在地 市内中央区下落合５丁目４番３号 

   ⑵ 名 称 さいたま市産業文化センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内大宮区浅間町２丁目２４４番地１  

⑵ 名 称 毎日興業・首都圏建物サービス協同組合ＪＶ  

⑶ 代表者 毎日興業株式会社 代表取締役 田部井 功 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１８９号 指定管理者の指定について（浦和総合運動場等）

        （所管課所・都市局南部都市・公園管理事務所管理課）
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  浦和総合運動場等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内浦和区元町１丁目７番地１ほか 浦和総合運動場 

市内浦和区駒場２丁目１９番地１ほか 駒場運動公園 

市内緑区大字三浦６８３６番地１ 三浦運動公園 

市内浦和区常盤９丁目３０番５号 浦和北公園 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区別所４丁目１２番１０号 

   ⑵ 名 称 ＵＲＡＷＡスポーツパークＪＶ 

   ⑶ 代表者 公益財団法人さいたま市公園緑地協会 理事長 井原 誠一郎 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１９０号 指定管理者の指定について（沼影公園）

        （所管課所・都市局南部都市・公園管理事務所管理課）

  沼影公園の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

⑴ 所在地 市内南区沼影２丁目１０４番地ほか 

⑵ 名 称 沼影公園 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内浦和区本太２丁目９番２４号 

   ⑵ 名 称 ケント・コーポレーション・アイル・コーポレーション共同企業体 

   ⑶ 代表者 株式会社ケント・コーポレーション 代表取締役 森谷 吉男 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１９１号 指定管理者の指定について（荒川総合運動公園等） 

        （所管課所・都市局北部都市・公園管理事務所管理課）

  荒川総合運動公園等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内桜区大字在家１２１６番地１ほか 荒川総合運動公園

市内西区大字西遊馬３４３３番地１ほか 西遊馬公園 

市内西区大字宝来２０２２番地１ほか 宝来運動公園 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 さいたま市浦和区常盤５丁目２番１８号 

   ⑵ 名 称 アイルグループ 

   ⑶ 代表者 アイル・コーポレーション株式会社 代表取締役 籠島 延隆 

３ 指定する期間 
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平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１９２号 指定管理者の指定について（大和田公園等） 

        （所管課所・都市局北部都市・公園管理事務所管理課）

  大和田公園等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内大宮区寿能町２丁目５１９番地ほか 大和田公園 

市内見沼区堀崎町１２番地１ほか 堀崎公園 

市内大宮区天沼町１丁目６７６番地１ほか 天沼緑地 

市内大宮区高鼻町４丁目無番地 大宮公園サッカー場 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区別所４丁目１２番１０号 

   ⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市公園緑地協会 

   ⑶ 代表者 理事長 井原 誠一郎 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１９３号 指定管理者の指定について（三橋総合公園等） 

        （所管課所・都市局北部都市・公園管理事務所管理課）

  三橋総合公園等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内西区三橋５丁目地１１番地１ほか 三橋総合公園 

市内西区大字中釘１８８番地２ほか 秋葉の森総合公園 

市内岩槻区太田３丁目１番地１ほか 岩槻城址公園 

西区内、北区内、大宮区内、見沼区内及び

岩槻区内 
その他北部無料公園 

市内西区三橋６丁目１７０９番地３ 三橋プール 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区別所４丁目１２番１０号 

   ⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市公園緑地協会 

   ⑶ 代表者 理事長 井原 誠一郎 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１９４号 指定管理者の指定について（与野中央公園等）

（所管課所・都市局南部都市・公園管理事務所管理課）

  与野中央公園等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 
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市内中央区新中里４丁目１２７５番地ほか 与野中央公園 

市内中央区八王子４丁目１３２番地１ほか 八王子公園 

中央区内、桜区内、浦和区内、南区内及び

緑区内 
その他南部無料公園 

市内中央区下落合５丁目１１番１０号 下落合プール 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区別所４丁目１２番１０号 

   ⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市公園緑地協会 

   ⑶ 代表者 理事長 井原 誠一郎 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１９５号 指定管理者の指定について（岩槻諏訪公園等） 

        （所管課所・都市局北部都市・公園管理事務所管理課）

  岩槻諏訪公園等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内岩槻区諏訪４丁目４番地 岩槻諏訪公園 

市内岩槻区大字村国２２９番地ほか 岩槻文化公園 

市内岩槻区大字長宮８２５番地５ほか 川通公園 

市内岩槻区大字村国２６０番地１ほか 元荒川緑地多目的広場 

市内岩槻区本丸３丁目１７番２号 岩槻温水プール 

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区別所４丁目１２番１０号 

   ⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市公園緑地協会 

   ⑶ 代表者 理事長 井原 誠一郎 

３ 指定する期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

議案第１９６号 当せん金付証票の発売について

        （所管課所・財政局財政部財政課）

  平成２６年度における当せん金付証票（宝くじ）を１０５億円の範囲内において発売するた

め、議決を求めるもの。

議案第１９７号 首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について 

        （所管課所・建設局土木部道路計画課）

首都高速道路株式会社が埼玉県道高速さいたま戸田線の料金の額を変更することについて、

本市内における区間の道路管理者として同意をするため、その議決を求めるもの。

（内容）

  ・ 割引期間の延長

・ 大口・多頻度割引、中央環状線迂回利用割引及び埼玉線内々利用割引の割引期限を「

平成２６年３月３１日」から「平成２８年３月３１日」に延長するもの。
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≪道路議案≫

議案第１９８号 市道路線の認定について

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

 （内容）

    一般  １路線

    開発  ６路線  計７路線

≪人事議案≫

議案第１９９号～議案第２０６号 人権擁護委員候補者の推薦について

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。


